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 11 月７日，中央教育審議会の教育課程部会から

「審議のまとめ」が出された。全体で 150 ページに
及ぶ大部な報告書である。 

 

 この大部な「審議のまとめ」で，１つだけ書かれ
ていないことがある。それは，到達目標についてで
ある。平成 18 年２月に出された「審議経過報告」

では，「学校教育の質の保証」の項で「学校教育の
目標を明確化するため，国が各教科の到達目標を明
確に示すことが必要である」と提言されていた。 

 また，平成 19 年１月に出された「第３期教育課
程部会の審議の状況について」でも，「到達目標の
明確化」の項で，「到達目標の明確化について，義

務教育修了の段階で，すべての子どもが必ず身に付
けるべき項目の例を分かりやすく示す，これらの項
目が身に付いていない子どもに対しては，履修する

学年を超えてでも補充指導等により習得を目指す，
生活習慣や学習習慣など家庭や社会における取組み
を求める内容を含むものとし，学習指導要領とは別

に，義務教育の質の保証を図るものとして示す，と
いった議論がなされた」と書かれている。 
 ところが，今回の「審議のまとめ」には，到達目

標については何も提言がない。教育課程部会では，
到達目標のあり方について，かなり審議されてきた
にもかかわらず，それについて提言がないというこ

とは，到達目標をどのように設定するかについて，
確たる結論が得られなかったからだろう。 
 私は，当初から到達目標の設定には無理があると

思っていた。「各教科の到達目標を明確に示す」と
言うのは簡単だが，具体的に指導要領に示すことは
困難である。なぜなら，それは昭和 33 年の告示以

来，積み重ね，練り上げてきた指導要領の「目標」
や「内容」を全面的に再構築することにならざるを
得ないからだ。 

 もちろん，学校で習得すべき知識・技能について

主要な到達目標を示すことは可能である。しかし，
各教科の到達目標を構造的に組み立て，オールラウ
ンドに落ちなく示すことは，そう簡単にできること

ではない。仮にできるとしても，それは平成 14 年
に国立教育政策研究所が作成した各教科の評価規準
のようなものになるのではないか。 

 

 国立教育政策研究所が示した評価規準は，指導要
領の目標・内容をブレークダウンした詳細な項目と

なっている。そんな詳細な項目を指導要領に定めれ
ば，指導要領は大綱的基準ではなく，細目的基準に
なってしまう。それでは教師に対する拘束が強まり，

教育課程編成の現場主義を標榜する今回の改訂の趣
旨に沿わない。 
 もう１つ，指導要領の法的性質についても再吟味

が必要となる。到達目標を定めるということは，指
導要領が「教師に向けた指導基準」から「児童・生
徒に向けた到達基準」に変わることを意味する。こ

れまで指導要領は，教師の指導基準として法的拘束
性が是認されてきた。しかし，指導要領が児童・生
徒の到達基準となった場合，指導要領の法的性質は

どのように考えたらいいのか。 
 とくに問題となるのは，児童・生徒の学習が到達
目標に達しない場合である。指導要領が指導基準で

あれば，教師は指導要領に沿って指導している限り
法的問題は生じない。しかし，指導要領が到達基準
となると，児童・生徒が到達目標に達しない場合，

指導要領との関係で教師の指導責任が問題となる。 
 将来，国が到達目標を設定することがあるとして
も，それは指導要領ではなく，参考資料として示す

べきであろう。 

（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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